
関係法令

車両制限令（昭和３６年７月１７日政令第２６５号 （抄））

（車両の幅等の最高限度）

法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、第三条

次のとおりとする。

一 幅 二・五メートル

二 重量 次に掲げる値

イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止

上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の

長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令

で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン

ロ 軸重 十トン

ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場

合にあつては十八トン（隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣

り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン）、一・八メ

ートル以上である場合にあつては二十トン

ニ 輪荷重 五トン

三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指

定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつて

は三・八メートル

四 長さ 十二メートル

五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル


